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調整力の広域的調達と北海道風力実証試験にかかる 

広域機関ルールの変更について 

 

平成２９年２月２４日 

電力広域的運営推進機関 

 

経済産業省制定の「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方」の指

針において「資源エネルギー庁、広域機関及び委員会において、早急に地域間連系線

の利用ルールの見直し等を行い、その結果を踏まえて供給区域外も含めて募集対象地

域が設定されることが望ましいと考えられる。」とされたこと、及び第９回系統ワー

キンググループにおいて「本実証試験（事務局補記：北海道風力導入実証試験）が実

施可能となるように、広域機関において連系線利用ルールの整備を速やかに検討する

ように要請する。」とされたことを受けて、下記の通り広域機関業務規程及び送配電

等業務指針を改正する予定としております。 

＜業務規程変更（案）＞ 
  

第 2条 第 2項 第 18号 

「マージン」とは、電力系統の異常時若しくは需給ひっ迫時その他の緊急的な状

況において他の供給区域から連系線を介して電気を受給するため若しくは電力

系統を安定に保つため、電力市場取引の環境整備のため、又は調整力の供給区域

外からの調達のために、連系線の潮流方向ごとの運用容量の和の一部として本機

関が管理する容量をいう。 

＜送配電等業務指針変更（案）＞ 
  

附則（平成 29年 4月  日） 

第 2条 

北海道地域内における風力発電導入拡大に向けた実証試験（平成 23年 9月 30日

付け 北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力株式会社公表。以下「北

海道風力実証試験」という。）に関係する一般送配電事業者は、同実証試験が終了

するまでの間、設定されたマージンの範囲内において、北海道風力実証試験を実

施する。 

※下線部が今回の変更箇所 

＜その他＞ 
  

○上記変更案について、平成 28年 12月 27日（火）から平成 29 年 1月 16日（月）

まで当機関ウェブサイトで意見募集を実施しましたが、上記変更箇所に係るご意

見はありませんでした。 
http://www.occto.or.jp/oshirase/iken/161227_gyomukitei_henkouan.html 

○調整力の広域的調達の在り方（マージン設定の必要性含む）については、資料４

に記載のとおり、今後検討を進めて参ります。但し、北海道風力実証試験に関す

るマージン設定については、それに先行し、次回以降、本委員会において議論予

定です。 

以上  

第１３回調整力及び需給バランス評価

等に関する委員会 資料３ 

http://www.occto.or.jp/oshirase/iken/161227_gyomukitei_henkouan.html
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【参考１】一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方（抜粋） 

 

（８）募集対象地域 

（電源Ⅰ・Ⅱ） 

調整力についても広域メリットオーダー19が行われることで、調整力の調達をより一層コスト

効率的なものとなる可能性がある。このため、募集対象地域については、各一般送配電事業者

の供給区域に限定せず、供給区域外も含めて広く募集することが望ましいと考えられるが、調

整力についても広域メリットオーダーを可能とするためには、地域間連系線の利用ルールの見

直し等の対応 20が必要となる。 

このため、まずは、募集対象地域は各一般送配電事業者の供給区域 21とするものの、資源エネ

ルギー庁、広域機関及び委員会において、早急に地域間連系線の利用ルールの見直し等を行

い、その結果を踏まえて供給区域外も含めて募集対象地域が設定されることが望ましいと考え

られる 22。 

― 
19 他の一般送配電事業者管内に立地する電源等も含め、コスト（電力量（kWh）価格）の低いものから順に活用していく運
用。 
20 関連した論点としては、一般送配電事業者が調整力の広域メリットオーダーのために確保する地域間連系線の適切な容
量、中央給電指令所や広域機関の連系線運用管理システムの整備等がある。 
21 特定の地域に立地する電源が必要な場合については、「４．（９） 特定地域に立地していることが必要な電源等」におい
て詳細を記載している。 
22 地域間連系線の利用ルールの見直しに当たっては、一般送配電事業者が調整力の広域メリットオーダーのために確保す
ることとなる地域間連系線の容量の増加に伴い、地域間連系線をまたいだ電力取引の可能量が減少する点に留意が必要。 

http://www.meti.go.jp/press/2016/10/20161017002/20161017002-1.pdf 

 

 
【参考２】経済産業省 第９回系統ワーキンググループ 資料 11-1（抜粋） 

 

 
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene_shinene/shin_ene/keitou_wg/pdf/009_11_01.pdf 

（赤線、赤囲いは事務局追記） 

 

http://www.meti.go.jp/press/2016/10/20161017002/20161017002-1.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene_shinene/shin_ene/keitou_wg/pdf/009_11_01.pdf

